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「鳥取市地域振興未来会議設置要綱」の制定について 

１ 制定の目的について 

地域振興会議（令和７年３月末終了）にかわる新たな会議体として、地域住民が主体と

なって地域課題の解決に向けて議論することを目的として、令和７年４月１日から

「地域振興未来会議」を設置。

※要綱を定め、総合支所区域単位で設置

２ 会議の役割 

① 地域課題や地域振興について調査・研究を行い、解決策について検討すること。

② 市に対して地域振興に関する提案を行うことができる。 

③ 地域未来プランの進捗管理を行うこと。 

３ 会議構成 

・委員人数は、１２名以下で、対象地域に住所を有する者もしくは勤務している者の

うちから市長が委嘱する。（任期２年） 

 ・必要に応じて要綱の見直し等を行う。 

４ 会議内容 

・年 6 回程度 オブザーバー出席可 

５ 地域未来プランについて 

地域特性や地域資源を活かして、地域課題解決や地域活性化についてどのように

取り組んでいくかを示すもの。（計画期間５ヶ年・R7～R11）
＜記載内容＞

【目的位置づけ】

地域特有の課題の解決に向け、そ

れぞれ特有の地域資源を活かし

て、地域振興を図る

【地域の現況】

位置、地勢、人口について

【地域の特性・資源】

地域の歴史、地域の特性、

地域の資源について

【地域の現状と課題・目指す将来像】

 現状と課題を踏まえた目指す将来

 像を記載
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